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A．研究目的 

本研究は、限られた財源の中で、より効率的

かつ効果的な制度運用に対応するため、①補装

具費支給事務の円滑な運用への提言を行い、②補装

具の種目構造等を整理・明確化するとともに、③基

準額算定のための評価手法の開発を行うことを目的

としている。聴覚障害分野では、1）更生相談

所、2）市区町村、3）補聴器工業会の 3 者を対

象にアンケート調査を行って、それぞれの部署

が担当する業務や機器に関する問題点を明らか

にすることとした。今年度は 1）更生相談所、

2）市区町村からの回答がまとまったため、回

答内容の分析を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

更生相談所、市区町村、補聴器工業会の 3 者

を対象にアンケート調査を行う方針として調査

用紙の作成を行った。 

1）更生相談所を対象にとする調査では、高度難

聴者用と重度難聴者用補聴器のそれぞれの型式（ポ

ケット型、耳かけ型、耳あな型）の交付実績、さら

には骨導補聴器、軟骨伝導補聴器の交付状況、FM

方式補聴援助システムとデジタル方式補聴援助シス

テムの交付状況を確認する設問を用意した。また両

耳装用や 4級症例へ重度難聴用補聴器の交付、人工

内耳症例への特例補装具としてのデジタル方式補聴

援助システムの交付状況などの設問も用意した。 

2）市区町村を対象とする調査では、身体障害者

の対象とならない軽・中等度難聴者に対して、高度

難聴者用と重度難聴者用補聴器、骨導補聴器、軟骨

伝導補聴器、FM方式補聴援助システム、デジタル
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方式補聴援助システムなどの補助金額と交付状況を

確認する設問を用意した。 

3）補聴器工業会を対象とした調査では、補装具

費支給制度の対象となっている高度難聴者用と重度

難聴者用補聴器について、耳かけ型を取り上げて、

それぞれの補聴器が持つ機能を明示してもらうと共

に、ほぼ同等の機能を持つ市販型の補聴器につい

て、その性能を補装具費支給制度対象の補聴器と比

較し、市販型の市場価格を尋ねる設問を用意した。

加えてデジタル方式補聴援助システムの発売状況や

発売予定に関する設問も用意した。さらにこの結果

をふまえて、価格調査を行う方針とした。 

（倫理面への配慮） 

個人情報を扱わないため、「非該当」と判断し

た。また提示すべき利益相反はない。 

 

Ｃ．研究結果 

1）更生相談所への調査 

77 カ所からから回答があった。順に調査結果を示

していく。なお人数や個数は平成 30年度 1年間の累

積数である。 

① 支給された補聴器について 

耳かけ型が約 16800 台と最も多く、続いてポケ

ット型が約 1750 台、耳あな型が 400 台となっ

ていた。また両側同時支給となったのは613人

で１相談所あたり市町村当たり 8.0 人であっ

た。 

② 特例補装具について 

最近、開発され発売された軟骨伝導補聴器の支

給は8台にとどまった。骨導補聴器はカチュー

シャ型が 20台に対し、ポケット型が 8台、眼

鏡型が 10台となり、現状で基準内の骨導補聴

器も使用されていることが確認された。補聴援

助システムは基準内の FM が 40 台に対し、特

例補装具のデジタル方式は 191 台となってお

り、デジタル方式への移行が進んでいることが

分かった。 

③ 人工内耳の補聴援助システムについて 

人工内耳に装着するデジタル方式補聴援助シ

ステムを処方したのは 54人となり１カ所当た

り 0.7 人と少ない数となった。 

2）市区町村への調査 

1741 市区町村から回答があった。順に調査結果を

示していく。なお人数や個数は平成 30年度 1年間の

累積数である。 

① 支給された補聴器について 

耳かけ型が約 21500 台と最も多く、続いてポケ

ット型が約 1400 台、耳あな型が 600 台となっ

ていた。また両側同時支給となったのは 1198

人となり１自治体当たり 0.7 人と少ない数と

なった。 

② 特例補装具について 

最近、開発され発売された軟骨伝導補聴器の支

給は7台にとどまった。骨導補聴器はカチュー

シャ型が 35台に対し、ポケット型が 43台、眼

鏡型が 24台となり、現状で基準内の骨導補聴

器も使用されていることが確認された。補聴援

助システムは基準内の FMが 132 台に対し、特

例補装具のデジタル方式は 229 台となってお

り、デジタル方式への移行が進んでいることが

分かった。 

③ 人工内耳の補聴援助システムについて 

人工内耳に装着するデジタル方式補聴援助シ

ステムを処方したのは83人となり１市町村当

たり 0.05 人と大変少ない数となった。 

④ デジタル補聴器の調整加算について 

多くの自治体が 90％以上の割合で調整加算を

行っていた。またその対象者は 95％以上が認

定補聴器技能者であり、言語聴覚士に対するも

のは少なく、認定補聴器技能者に対するものが

100％であったと回答した自治体が328（19％）

であった。 

また適切な補聴器販売店であるかどうかの確認

方法については、認定補聴器技能者が在籍して

いるかどうかは 142、認定補聴器専門販売店で

あるかどうかは 88、言語聴覚士が在籍してい

るかどうかは33、その他は66市町村であった。 

⑤ 軽・中等度難聴補聴器補助制度資格 

年齢は18歳未満とするところが圧倒的に多い。

いくつかの自治体は 18歳になった年度末まで
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（高校を卒業するまで）とするところが見られ

た。また聴力レベルは両側 30dB 以上で身体障

害者の適応にならないものとするところが圧倒

的に多い。より軽度難聴までカバーするところ

もあれば、両側 50dB 以上という厳しい基準を

設けている自治体も認められた。 

⑥ 軽・中等度難聴補聴器補助台数 

耳かけ型が約 2500 台と最も多く、続いてポケ

ット型が約 170 台、耳あな型が 45台となって

いた。軟骨伝導補聴器の支給は 12台、骨導補

聴器はカチューシャ型が 6台、ポケット型が 9

台、眼鏡型が 3台、補聴援助システムは基準内

のFMが76台、デジタル方式は33台であった。 

⑦ 軽・中等度補聴器補助制度の価格 

各補聴器の価格は、障害者総合支援法で規定さ

れている補装具としての補聴器価格と同額、も

しくはそれにイヤモールド代を加算した価格と

しているところがほとんどであった。 

⑧ 軽・中等度補聴器補助制度の負担割合と限度額 

自己負担割合は 1/3とするところが多く、続い

て 10％とするところが多く見られた。また上

限額を設定しているところは 37200 円として

いるところが多かった。 

⑨ 新生児聴覚スクリーニングについて 

回答が得られた市町村のうち、対象者への助成

制度がある自治体が 20％、実施医療機関への

補助制度があるところは 2％で、全出生に対す

る実施率を把握している自治体は 29％であっ

た。 

 

Ｄ．考察 

更生相談所および市区町村への調査からいくつか

の傾向を読み取ることができた。支給された補聴器

や補聴援助システム機器については、耳かけ型が圧

倒的に多く耳あな型は限定的であること、骨導補聴

器はカチューシャ型が増えては来ているが、現在も

従来からのポケット型や眼鏡型の需要があること、

軟骨伝導補聴器の申請が増えつつあり、今後、その

取扱に検討が必要なこと、補聴援助システムは明ら

かにデジタル方式に移行している現状が見られ、早

急に対応が必要なことが考えられた。 

デジタル補聴器の調整加算については、多くの事

例で加算が行われており、認定補聴器技能者に対す

るものが大半を占めていた。今後も認定補聴器技能

者との連携を深めて、より適切な補聴器適合を行う

必要性があると考えられた。 

軽・中等度難聴への補聴器補助制度については、

概ね 18 歳未満、聴力は 30dB 以上で身体障害者の対

象外、補助額は補装具費と同等という傾向が確認さ

れた。 

 

Ｅ. 結論 

更生相談所と市区町村への調査から、補聴援助シ

ステムは明らかにFM方式からデジタル方式に移行し

ている現状が確認された。また新規開発機器の軟骨

伝導補聴器の支給が始まっていることも確認された。

一方、骨導補聴器はその交付数は少ないものの、従

来からのポケット型や眼鏡型の需要があり、また特

例補装具のカチューシャ型も一定数の支給があるこ

とが判明した。 

 

Ｆ．健康的危険情報 

（分担研究報告書には記入せずに、総括研究報告書

にまとめて記入） 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

なし 

（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 

 

Ｈ．知的財産権に出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 

 


